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第１章 計画の概要                             

第１節 計画策定の背景                                

 国は、平成２２年８月に我が国のスポーツ政策の基本的な方向性を示す「スポーツ立国戦略」

を策定し、また、平成２３年６月には、スポーツ振興法を５０年ぶりに全面改正し、新たに「ス

ポーツ基本法」（平成２３年法律第７８号）を制定しました。このスポーツ基本法では、「スポ

ーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利である」とされ、スポーツを

通じた地域交流、心身の健康の保持増進など、８つの基本理念の実現を図るとしています。 

また、この法律に基づき、平成２４年３月に平成２４年度から２８年度までの５年間の計画

である「第１期スポーツ基本計画」が策定され、その後、平成２９年３月には平成２９年度か

ら令和３年度までの計画である「第２期スポーツ基本計画」が策定されました。 

一方、岐阜県では、「県民が明るく健康で心豊かに暮らし、地域に元気があふれる、スポーツ

による清流の国ぎふ」の実現を目指し、平成２７年３月に平成２７年度から令和２年度までの

計画である「清流の国ぎふスポーツ推進計画」が策定されました。 

 このような中、本市では「美濃加茂市第５次総合計画」に掲げた「まぁるいまち」を実現す

る実施計画とし、平成２６年３月に「第１期美濃加茂市スポーツ推進計画」を策定しました。 

 この第１期計画では、基本理念を「みんなが のびのびと かぎりなく もっとスポーツを」

とし、「深い絆で結ばれた地域づくり」、「青少年が健全に育つ社会づくり」、そして「健康で元

気な長寿社会づくり」の実現を目指し、「みんなのスポーツの推進」、「地域スポーツの推進」、

「競技スポーツの推進」、「支えるスポーツの推進」、「スポーツ施設の整備と管理」の５つを基

本目標に掲げ、スポーツ活動の推進に取り組んできました。 

 これまでの成果と課題を踏まえ、更なるスポーツ推進を図るために、「第２期美濃加茂市ス

ポーツ推進計画」を策定します。 

 

第２節 計画の位置付け                                

 「美濃加茂市スポーツ推進計画」は、スポーツ基本法第１０条第１項に基づく「地方スポー

ツ推進計画」であり、国が定める「スポーツ基本計画」及び岐阜県が定める「スポーツ推進計

画」を参酌して策定する計画です。 

また、本計画は「美濃加茂市第６次総合計画」と整合を図るとともに、本市が策定している

他の個別計画とも連携を図り、本市のスポーツ推進の基本的な方向性を示すものとなります。 
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清流の国ぎふスポーツ推進計画（県） 
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他の個別計画 
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第３節 スポーツの定義                                

 スポーツとは、スポーツ基本法において「個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活

動」であると定められています。また、その語源はラテン語のデポルターレであり、「運び去

る、運搬する」の意味があり、転じて「気晴らしや遊び、楽しみ、休養」といった要素を指し

ています。 

 このことから、本計画におけるスポーツには、勝敗や記録を競う競技スポーツ、生涯にわた

って楽しむことができる生涯スポーツやレクリエーションスポーツ、体力づくりのための軽い

運動や散歩など、目的をもって行う身体活動を含みます。 

 

第４節 計画期間                                   

 この計画の目標年次は、令和１１年度とし、計画期間は令和２年度から令和１１年度まで１

０年間とします。また、策定時から５年後を目途に、市民の意見を把握し、取組内容を点検評

価します。その結果を踏まえるとともに、国の動向や社会情勢の変化などへの対応が必要な場

合は、適宜見直しを行います。 

 

 

 

■計画の期間                          ※破線部分の期間は未定 

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

◎市の動向 

第６次総合計画（Ｒ2～） 

第２期スポーツ推進計画 

（Ｒ2～） 

          

◎国の動向 

第２期スポーツ基本計画 

（Ｈ29～、5年間） 

          

県の動向 

清流の国ぎふスポーツ推

進計画（Ｈ27～、6年間） 

          

関連動向           

≪参考≫スポーツ基本法（平成 23年法律第 78号）抜粋 

（地方スポーツ推進計画） 

第 10条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和 31年法律第 162号）第 24条の 2第 1項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校にお

ける体育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定地方公共団体」とい

う。）にあっては、その長）は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以

下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

中間見直し 

前期 

令和２年～６年度 

中間見直し 

令和６年度 

後期 

令和７年～１１年度 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会開催 

目標年次 

令和１１年度 


